
題 名 令和４年度第１回あま市給食における食物アレルギー対応検討委員会議事録 

日 時 令和 5年 2月 17日(金) 午後 1時 30分～午後 2時 15分 

開 催 場 所 あま市学校給食センター 2階 大会議室 

出 席 委 員 

（甚目寺東小学校  養護教諭）  妙楽 真悠子 

（甚目寺南小学校 PTA 母親代表）   荒関  美穂 

（ 七 宝 小 学 校  栄 養 教 諭 ）  松岡 生千花 

（海 部 東 部 消 防 組 合 消 防 本 部消防課長）  青山  致晴 

（ 教 育 部 長 ）   鎌倉  崇志 

（ 保 育 士 長 ）  溝口 由紀江 

欠 席 委 員 
（ 原 ク リ ニ ッ ク  院 長 ）   原  修 二 

（ 美 和 東 小 学 校 長 ）   朝賀  昭仁 

事 務 局 

（ 学 校 給 食 セ ン タ ー 課 長 ）  寺澤  直樹 

（学校給食センター課主査）  重本  猛志 

（学校給食センター課主査）  森本  嵩也 

（学校給食センター栄養教諭）  河橋  伸哉 

傍 聴 人 なし 

委員長及び副

委員長の選出 
委員長・副委員長の選出について 

議   題 

1. あま市の食物アレルギーの現状（学校・保育園）   ・・・・資料① 

2. あま市給食における食物アレルギー対応の基本方針及びマニュアルの 

修正について                    ・・・・資料② 

3. エピペン使用事例、ヒヤリハット報告事例について  ・・・・資料③ 



会議の経過                        【開会時刻：午後 1時 30分】 

 

① 委員の紹介 

② 委員長・副委員長の選出について 

事務局から、あま市給食における食物アレルギー対応検討委員会要綱にて説明 

（委員） 

事務局案ありますか。 

（事務局） 

委員長には鎌倉崇志委員、副委員長には溝口由紀江委員を提案 

(委員) 

全員異議なし。 

 

③ 議題 

  ⑴あま市の食物アレルギーの現状（学校・保育園）について 

    

（事務局） 

資料①‐１、①‐２、①‐３にて説明。 

（委員） 

  質疑、意見等なし 

 

  ⑵あま市給食における食物アレルギー対応の基本方針（案）及びマニュアルの修正（案）に

ついて 

（事務局）資料②‐１、②‐２説明。 

あま市の行政改革の見直しに伴い改定するもので、学校給食センター課が学校教育課 

学校給食係（以下、学校教育課という）に、子育て支援課が保育課に変わります。 

 様式②‐２につきまして、『食物アレルギー対応申請書(新規・継続)』の様式 1 及び 

『学校給食に関する申請書』の様式 2（食物アレルギー以外の理由）について、令和 6 年 

度申請分を、令和 5 年度 9 月よりご使用ください。尚、今年度申請分は、令和 4 年度の 

様式で申請をしてください。また、資料②-2 の P26、P66『心肺蘇生と AED の手順』に 

つきまして、令和 5 年度 5 月より新型コロナが 2 類から 5 類に変わるということで指針 

が改めて出されると思います。 

（委員） 

指針の変更がありましたらお知らせいたします。後、緊急時の対応についてですが、令 

和 4 年度で救急事案があったのは、5 件ありました。その内、男児が 3 名、女子 2 名の搬 

送件数がありました。 

 また、薬の服用及び、エピペンをするタイミングについて、事前に理解していただく 

必要があり、一人で対応するのではなく複数で対応すること。自分の役割を理解し、定期 

的に訓練とか救急訓練を重ねてもらって理解を得ること。一番大事なところはエピペンの 

使用は躊躇しないってことは絶対重要です。 

 

 



 

 ⑶エピペン使用事例、ヒヤリハット報告事例について 

（事務局） 

資料③‐１、『令和 3 年度の愛知県内のエピペン使用事例』を説明。2 月 16 日のあま市

内小学校においてエピペン使用事例として、『ヒヤリハット報告書』の内容を報告。 

（委員長） 

    結果としては、原因の究明はいつ何どき起こるかわかりませんし、委員の方から迷った

ら打った方がいい。普通に健常児であれば打ったところで何も変化はないので本当に迷っ

た場合には、ためらうことなく打った方がいい。 

  （事務局） 

資料③‐２『令和 3 年度あま市におけるヒヤリハット報告事例』の説明。 

 

④ その他 

事務局からの連絡事項ですが、令和 5年度のあま市給食における食物アレルギー対応 

検討委員会は、令和 6年 2月初旬ごろを予定しております。 

 

【閉会時刻：午後 2時 15分】 

 


